
京 都 大 学 高 圧 ガ ス 製 造 施 設 危 害 予 防 規 程 新 旧 対 照 表 

改 正 前 改 正 後 

（前 略） 

（事故等の発生の報告） 

 

第２３条 製造部局の長は、製造施設において高圧ガス

による事故又は危害が発生したときは、直ちに関係官

署に通報するとともに、速やかにその事態について総

長に報告しなければならない。 

 

（中 略） 

 

 

 

別表第１ 製造施設の名称、位置、主たる製造設備及び

製造する高圧ガスの種類 

第１表 （略） 

第２表（法第５条第１項第２号の承認に係るもの） 

名称及び位置 主たる製造

設備 

製造する高圧

ガスの種類 

医学

部附

属病

院 

北病棟（病棟系統）（病

院構内北病棟屋上） 

冷凍用高圧

ガス製造装

置 

フルオロカー

ボン２２ 

中央診療施設棟機械

室（病院構内中央診療

施設棟内） 

 

別表第２ 危害防止の業務を担当する者 

製造施設 危害防止の業務を担当する

者 

医学部附属病院北病棟（病

棟系統） 

医学部附属病院経理・調達課

長 

医学部附属病院中央診療

施設棟機械室 

同上 

（略） 

別記様式２ (略） 

 

（火災、事故等における初動措置及び地震等の防災対

策） 

第２３条 製造施設における火災、事故等の災害発生

時の通報、消火等の初動措置及び地震等の防災対策

に関し必要な事項については、京都大学危機管理規

程（平成２３年達示第６４号）の定めるところによ

る。 

 

   附 則 

 この規程は、令和２年６月１日から施行する。 

 

別表第１ 製造施設の名称、位置、主たる製造設備及び

製造する高圧ガスの種類 

第１表 （同 左） 

第２表（法第５条第１項第２号の承認に係るもの） 

名称及び位置 主たる製造

設備 

製造する高圧

ガスの種類 

医学

部附

属病

院 

中央診療施設棟機械

室（病院構内中央診療

施設棟内） 

冷凍用高圧

ガス製造装

置 

フルオロカー

ボン２２ 

 

 

別表第２ 危害防止の業務を担当する者 

製造施設 危害防止の業務を担当する

者 

 

 

医学部附属病院中央診療

施設棟機械室 

 

 

医学部附属病院経理・調達課

長 

（同 左） 

別記様式２ （同 左） 

 


